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　２月２日（金），茨城県市議会
議長会主催による議員研修会が
神栖市で行われ，議員，事務局
職員など，合計148人が参加し
ました。

「平成29年度第２回議員研修会」
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　平成29年第４回定例会を12月18日から12月26日までの会期９日間の日程で開き，予算に
関するもの２件，契約に関するもの１件，専決処分の承認を求めるもの３件，損害賠償の額を
定め，和解することについて１件，諮問に関するもの１件の計８件の審議を行いました。

平成２９年神栖市議会・第４回定例会

議案番号 件　　名 内　　容 議決結果

議案第１号
平成29年度神栖市一般会計
補正予算（第８号）

補正の主な内容は，公用車管理事業におい
て，公用車による事故にかかる損害賠償の
経費を，また，小学校管理事業において，
矢田部小学校と土合小学校の閉校及びやた
べ土合小学校の新設に要する経費を措置す
るため，補正するものです。

原案可決

議案第２号
平成29年度神栖市介護保険
特別会計（事業勘定）補正
予算（第２号）

補正の主な内容は，保険給付費の居宅介護
福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費を
増額するため，また，地域支援事業費にお
いて介護予防・生活支援サービスに係る負
担金及びケアマネジメント作成手数料を増
額するため補正するものです。

原案可決

議案第３号
工事請負契約の締結について
・ 神栖市役所庁舎耐震補強
及び改修工事

去る12月４日に入札を執行した結果，落札
者と仮契約を締結したので，議会の議決に
付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
する条例第２条の規定に基づき，議会の議
決を求めるものです。

原案可決

議案第４号

専決処分の承認を求めるこ
とについて
・ 平成29年度神栖市一般会
計補正予算（第５号）

選挙費において,衆議院解散による総選挙
に伴い，投票に向けての準備等早急に事務
を進めるために要する経費を措置するた
め，補正予算を計上するものであり，９月
29日に専決処分したものです。

承　　認

議案第５号

専決処分の承認を求めるこ
とについて
・ 平成29年度神栖市一般会
計補正予算（第６号）

都市公園等維持管理事業において,過年度
における私費支払等不適正支出処理に係る
予算を措置するため，補正予算を計上する
ものであり，10月16日に専決処分したもの
です。

承　　認

議案議決結果一覧
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議案議決結果一覧
議案番号 件　　名 内　　容 議決結果

議案第６号

専決処分の承認を求めるこ
とについて
・ 平成29年度神栖市一般会
計補正予算（第７号）

台風21号及び22号の被害に伴い，第三給食
共同調理場管理運営事業において，調理
場屋根及び門扉の復旧工事をするため，
また，住宅管理事業において，市営住宅屋
上防水シートの復旧工事をするため，さら
に，防犯対策事業において，破損した防犯
灯の修繕をするため，補正予算を計上する
ものであり，11月９日に専決処分したもの
です。

承　　認

議案第７号
損害賠償の額を定め，和解
することについて

公用車と相手方車両の接触により発生した
交通事故について，地方自治法第96条第１
項第12号及び第13号の規定に基づき，議会
の議決を求めるものです。

原案可決

諮問第１号
人権擁護委員の推薦につき
意見を求めることについて

堀江 巖 氏を引き続き人権擁護委員として
推薦するため，人権擁護委員法第６条第３
項の規定に基づき，議会の意見を求めるも
のです。

同　　意

鹿行広域事務組合議会議員
補欠選挙について

平成29年12月26日に選挙を執行し，神﨑誠司議員が当選しました。

市議会はどなたでも傍聴できます。受付で，住所，氏名等を記入するだけです。
どうぞお気軽にお越しください。
定例会は年４回開催されます。（３月，６月，９月，12月）
※平成29年第４回定例会の傍聴者数は延べ69人でした。

議会を傍聴してみませんか議会を傍聴してみませんか
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〈議員による賛否一覧〉

　【○：賛成　×：反対　　欠：欠席　　退：退席　　－：議長】
※　 議長の表決権：過半数議決の場合，議長には表決権がありません。ただし，賛成反対が同数の場合，可決か否決か決定
することになります。

件　　　　　名

神
﨑　

誠
司

小
野
田　

ト
シ
子

田
谷　

正
夫

須
田　

光
一

石
井　

由
春

額
賀　

優

髙
橋　

佑
至

村
田　

康
成

西
山　

正
司

遠
藤　

貴
之

後
藤　

潤
一
郎

五
十
嵐　

清
美

佐
藤　

節
子

関
口　

正
司

飯
田　

耕
造

木
内　

敏
之

大
槻　

邦
夫

泉　

純
一
郎

宮
川　

一
郎

藤
田　

昭
泰

長
谷
川　

隆

議案第１号
平成29年度神栖市一般会計

補正予算（第８号）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ － ○ ○ ○ ○

議案第２号

平成29年度神栖市介護保険

特別会計（事業勘定）補正

予算（第２号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

議案第３号

工事請負契約の締結について

・ 神栖市役所庁舎耐震補強

及び改修工事

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

議案第４号

専決処分の承認を求めるこ

とについて

・ 平成29年度神栖市一般会

計補正予算（第５号）

○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

議案第５号

専決処分の承認を求めるこ

とについて

・ 平成29年度神栖市一般会

計補正予算（第６号）

○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

議案第６号

専決処分の承認を求めるこ

とについて

・ 平成29年度神栖市一般会

計補正予算（第７号）

○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

議案第７号
損害賠償の額を定め，和解

することについて
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

諮問第１号
人権擁護委員の推薦につき

意見を求めることについて
○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○
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問　

ア
リ
ー
ナ
の
見
直
し
の

理
由
を
伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
平
成
二
十
九
年

十
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
住
民

投
票
の
結
果
は
、
見
直
し
多
数

で
す
。
私
は
こ
の
結
果
を
尊
重

し
、
少
し
で
も
事
業
費
の
削
減

を
図
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
声

に
お
応
え
を
し
た
い
と
い
う
も

の
で
す
。

問　

鹿
島
労
災
病
院
の
建
物
の

利
用
の
目
的
と
用
途
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
鹿
島
労
災
病
院

の
建
物
を
労
働
者
健
康
安
全
機

構
か
ら
譲
り
受
け
た
後
、
施
設

利
用
に
関
す
る
基
本
計
画
を
策

定
す
る
中
で
、
具
体
的
な
有
効

利
用
の
方
策
を
検
討
し
て
い
き

ま
す
。
将
来
的
に
は
子
育
て
支

援
の
施
設
や
老
健
な
ど
の
介
護

施
設
、
保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど
の

機
能
や
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

施
設
な
ど
の
利
用
を
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

問　

医
師
の
確
保
に
つ
い

て
、
い
か
な
る
手
法
で
行
う
考

え
な
の
か
。

（
石
田
市
長
）
ま
ず
は
私
が
先

頭
に
立
っ
て
、
筑
波
大
学
を
は

じ
め
、
千
葉
大
学
、
自
治
医
科

大
学
、
順
天
堂
大
学
、
東
京
医

科
大
学
、
帝
京
大
学
、
東
海
大

学
な
ど
の
医
科
大
学
に
強
力
に

働
き
か
け
を
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た

医
師
確
保
対
策
を
検
証
し
た
上

で
、
よ
り
医
師
が
確
保
で
き
る

有
効
な
手
法
や
制
度
の
創
設
を

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問　

矢
田
部
小
と
土
合
小
の

統
合
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
再

編
さ
れ
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
統
合
に
向
け
て

の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
、
経

過
な
ど
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
、
両
校
児
童
の
交
流
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
、
児
童
の
戸

惑
い
や
不
安
を
払
拭
す
る
こ

と
、
統
合
に
向
け
て
の
準
備
が

進
ん
で
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

当
初
の
計
画
ど
お
り
、
新
校

と
し
て
の
「
や
た
べ
土
合
小
学

校
」
を
平
成
三
十
年
四
月
に
開

校
す
る
よ
う
指
示
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
矢
田

部
地
区
の
方
々
、
皆
さ
ん
に

は
、
統
合
に
よ
っ
て
よ
り
一
層

の
ご
理
解
を
い
た
だ
く
た
め

に
、
統
合
後
の
跡
地
利
用
の
あ

り
方
を
含
め
、
住
民
の
方
へ
統

合
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の
経
緯

や
準
備
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く

説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ

う
、
併
せ
て
指
示
を
し
て
い
ま

す
。

一般
質問

　

平
成
二
十
九
年
第
四
回
定
例
会
の
一
般
質
問
は
十
二
月
十
九
日
と
二
十
日
に
行

わ
れ
、
九
人
の
議
員
が
市
政
全
般
に
つ
い
て
、
市
長
は
じ
め
関
係
部
長
等
に
見
解

を
問
い
ま
し
た
。
な
お
、
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
一
問
一
答
形
式
で
編
集
し
、
要
旨

を
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

選
挙
公
約
に
つ
い
て

問　

ア
リ
ー
ナ
の
見
直
し
は
建

物
に
つ
い
て
な
の
か
運
営
に
つ

い
て
な
の
か
。

（
石
田
市
長
）
初
登
庁
し
た
平

成
二
十
九
年
十
二
月
六
日
に
、

早
速
事
業
者
の
方
と
面
談
し
、

既
存
の
施
設
と
重
複
す
る
温
水

プ
ー
ル
と
音
楽
ホ
ー
ル
の
見
直

し
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
運

営
・
維
持
管
理
業
務
の
事
業
契

約
に
つ
い
て
、
見
直
し
の
検
討

を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

問　

緊
急
医
療
対
策
チ
ー
ム

と
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
ち

ど
の
部
署
に
組
み
込
む
の
か
、

ま
た
い
つ
頃
発
足
す
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
ま
ず
当
面
は
私

が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
平
成
三

十
年
早
々
に
当
市
の
喫
緊
の
課

題
で
あ
る
救
急
医
療
を
改
善
す

べ
く
、
消
防
と
病
院
や
医
師
会

な
ど
の
医
療
機
関
等
に
よ
る
協

議
の
場
を
設
置
し
、
病
院
の
受

け
入
れ
態
勢
の
調
整
、
消
防
と

の
連
携
な
ど
に
よ
り
、
効
果
的

な
救
急
活
動
が
行
え
る
よ
う
進

め
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
市
組

織
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、

三
十
年
度
の
組
織
機
構
見
直
し

の
中
で
編
成
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

額賀　優 議員
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問　

地
域
防
災
計
画
の
見
直
し

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

 

（
石
田
市
長
）
災
害
が
発
生
し

た
際
の
市
役
所
内
部
の
連
絡
体

制
や
連
絡
方
法
、
避
難
所
の
初

動
対
応
な
ど
、
具
体
的
に
示
す

必
要
の
あ
る
事
案
や
修
正
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
案
を
洗
い

出
し
、
地
域
防
災
計
画
に
反
映

さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
地
域
防
災
計
画
の
見
直

し
は
、
平
成
三
十
年
度
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

問　

神
栖
済
生
会
病
院
と
鹿
島

労
災
病
院
の
再
編
統
合
を
基
本

合
意
書
に
沿
っ
て
進
め
て
い
く

の
か
。

（
石
田
市
長
）
平
成
二
十
九
年

八
月
八
日
に
両
病
院
の
経
営
母

体
で
あ
る
社
会
福
祉
法
人
恩
賜

財
団
済
生
会
、
独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
安
全
機
構
及
び
茨

城
県
と
当
市
に
お
い
て
、
再
編

統
合
に
関
す
る
基
本
合
意
を
結

ん
だ
と
こ
ろ
で
す
。
現
在
、
統

合
の
時
期
で
あ
る
平
成
三
十
年

度
下
半
期
を
目
途
に
組
織
統
合

に
向
け
て
協
議
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
当
市
と
し
て

は
、
統
合
先
の
神
栖
済
生
会
病

院
に
確
認
す
べ
き
事
項
や
課
題

も
多
く
、
計
画
ど
お
り
に
進
む

の
か
危
惧
さ
れ
る
面
も
あ
り
ま

す
が
、
当
地
域
の
一
日
も
早
い

医
療
環
境
の
充
実
を
図
る
た
め

に
も
、
原
則
的
に
基
本
合
意
書

に
沿
っ
て
進
め
て
い
く
考
え
で

す
。

問　

鹿
島
労
災
病
院
の
建
物
を

ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
鹿
島
労
災
病
院

の
建
物
を
労
働
者
健
康
安
全
機

構
か
ら
譲
り
受
け
た
後
、
施
設

利
用
に
関
す
る
基
本
計
画
を
策

定
す
る
中
で
、
具
体
的
な
有
効

利
用
の
方
策
を
検
討
し
て
い
き

ま
す
。
将
来
的
に
は
、
子
育
て

支
援
の
施
設
や
老
健
な
ど
の
介

護
施
設
、
保
健
セ
ン
タ
ー
の
機

能
や
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施

設
な
ど
の
利
用
を
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

医
療
に
つ
い
て

髙橋　佑至 議員

問　

津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の

見
直
し
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

 

（
石
田
市
長
）
平
成
二
十
八
年

度
に
作
成
し
た
現
在
の
津
波
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
は
、
浸
水
想

定
区
域
か
ら
避
難
す
る
方
向
を

矢
印
で
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
加
え
、
避
難
経
路
や
避
難
場

所
の
検
証
を
行
う
な
ど
、
現
在

の
津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
再

点
検
を
行
い
、
点
検
が
終
わ
っ

た
後
に
、
行
政
区
の
代
表
を
交

え
て
避
難
経
路
や
避
難
場
所
の

検
証
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

問　

防
災
減
災
対
策
チ
ー
ム
は

ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
ち
、
ど

の
部
署
に
ど
の
よ
う
な
内
容
で

い
つ
発
足
す
る
の
か
。

 

（
石
田
市
長
）
当
面
、
私
を

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
と
し
、
生
活

環
境
部
長
、
政
策
監
、
危
機
管

理
監
、
防
災
安
全
課
長
、
防
災

安
全
課
消
防
防
災
グ
ル
ー
プ
職

員
で
チ
ー
ム
を
構
成
し
、
検
討

内
容
に
応
じ
て
行
政
委
員
の
皆

さ
ん
や
河
川
事
務
所
な
ど
の

国
・
県
の
職
員
に
も
参
加
を
い

た
だ
き
、
検
証
を
行
い
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
先
日
、
構
成

員
の
皆
さ
ん
と
打
ち
合
わ
せ
を

行
い
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
含

め
た
市
内
危
険
箇
所
の
再
点
検

や
災
害
対
策
本
部
の
設
置
場
所

の
確
認
な
ど
チ
ー
ム
と
し
て
対

応
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
指
示

を
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
私
は
、

市
職
員
が
中
心
と
な
り
、
市
民

の
皆
さ
ん
と
連
携
し
て
、
神
栖

市
の
災
害
対
応
力
を
高
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
の
で
、
神
栖
市
の
防
災
・

減
災
対
策
に
つ
い
て
、
市
民
の

皆
さ
ん
と
と
も
に
検
証
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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問　

鹿
島
労
災
病
院
の
建
物
を

有
効
活
用
す
る
考
え
は
あ
る
の

か
。

（
石
田
市
長
）
鹿
島
労
災
病
院

の
建
物
を
労
働
者
健
康
安
全
機

構
か
ら
譲
り
受
け
た
い
と
思
っ

て
お
り
、
そ
の
後
、
施
設
利
用

に
関
す
る
基
本
計
画
を
策
定
す

る
中
で
、
具
体
的
な
有
効
利
用

の
方
策
を
検
討
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
将
来
的
に
は
、
子

育
て
支
援
の
施
設
や
老
健
な
ど

の
介
護
施
設
、
保
健
セ
ン
タ
ー

の
機
能
や
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
施
設
な
ど
の
利
用
を
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問　

済
生
会
波
崎
診
療
所
の

扱
い
に
つ
い
て
の
考
え
を
伺
い

た
い
。

（
石
田
市
長
）
高
﨑
院
長
か

ら
、
従
来
ど
お
り
診
察
を
継
続

す
る
と
い
う
よ
う
な
お
話
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

問　

緊
急
医
療
対
策
チ
ー
ム
の

立
ち
上
げ
の
時
期
を
伺
い
た

い
。

（
石
田
市
長
）
当
面
は
私
が

リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
平
成
三
十

年
早
々
に
消
防
と
病
院
、
そ
し

て
医
師
会
の
医
療
機
関
等
に
協

議
の
場
を
設
置
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
、
病
院
の
受
け
入
れ
態
勢

の
調
整
、
消
防
と
の
連
携
、
効

果
的
な
救
急
活
動
が
で
き
る
よ

う
に
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

問　

ア
リ
ー
ナ
整
備
運
営
事
業

に
対
す
る
考
え
を
伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
本
事
業
に
つ
い

て
は
、
先
に
行
わ
れ
た
住
民
投

票
の
結
果
を
尊
重
す
る
と
と
も

に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
声
に
応

え
る
た
め
に
、
事
業
の
見
直
し

に
つ
い
て
検
討
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

問　

ア
リ
ー
ナ
整
備
運
営
事
業

の
見
直
し
に
あ
た
り
、
専
門
家

な
ど
を
交
え
た
検
証
委
員
会
等

を
立
ち
上
げ
て
は
ど
う
か
。

（
石
田
市
長
）
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の

契
約
解
除
や
施
設
の
見
直
し
を

含
め
、
建
築
関
係
の
方
や
弁
護

士
と
個
別
に
協
議
を
し
、
職
員

に
も
何
度
と
な
く
説
明
を
求
め

な
が
ら
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て

検
討
し
て
き
ま
し
た
。
最
終
的

に
デ
ー
タ
を
揃
え
て
か
ら
検

証
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
契
約
を
解
除
す
る
と
な

れ
ば
、
工
事
の
中
止
が
必
至
と

な
り
損
害
賠
償
が
発
生
し
ま

す
。
複
数
の
企
業
が
複
雑
に
事

業
体
を
構
成
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業

で
は
、
賠
償
の
範
囲
も
多
岐
に

渡
っ
て
き
ま
す
。
見
直
し
に

よ
っ
て
削
減
で
き
る
費
用
と
こ

れ
ら
の
賠
償
金
等
を
総
合
的
に

勘
案
す
れ
ば
、
契
約
解
除
は
非

常
に
厳
し
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。
見
直
し
が
市
の
大
き
な
損

失
と
な
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
少

し
で
も
事
業
費
の
削
減
に
努
め

る
こ
と
が
で
き
る
か
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　

緊
急
医
療
対
策
チ
ー
ム
を

早
期
に
立
ち
上
げ
る
な
ど
、
救

急
医
療
対
策
に
ど
の
よ
う
に
取

り
組
ん
で
い
く
の
か
。

（
石
田
市
長
）
緊
急
医
療
対
策

チ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
当
面
、

私
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
平
成

三
十
年
早
々
に
当
市
の
喫
緊
の

課
題
で
あ
る
救
急
医
療
を
改
善

す
べ
く
、
消
防
と
病
院
や
医
師

会
、
医
療
機
関
等
に
よ
る
協
議

の
場
を
設
置
し
、
病
院
の
受
け

入
れ
体
制
の
調
整
、
消
防
と
の

連
携
な
ど
に
よ
り
、
効
果
的
な

救
急
活
動
が
行
え
る
よ
う
進
め

て
い
き
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

病
院
側
の
受
け
入
れ
体
制
に
つ

い
て
、
事
前
に
消
防
署
が
把
握

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

救
急
車
が
速
や
か
に
搬
送
で
き

る
仕
組
み
を
構
築
し
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
不
安
解
消
に
つ
な
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

神
栖
市
市
政
運
営
に
つ

い
て

神﨑　誠司 議員
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問　

神
栖
済
生
会
病
院
と
鹿
島

労
災
病
院
の
再
編
統
合
に
係
る

基
本
合
意
書
締
結
後
の
進
捗
状

況
を
伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
合
意
書
に
示
さ

れ
て
い
る
平
成
三
十
年
度
下
半

期
の
再
編
統
合
に
向
け
て
、
統

合
の
当
事
者
で
あ
る
二
病
院
間

で
、
職
員
移
籍
や
医
療
機
器
等

の
財
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
協

議
・
調
整
を
行
っ
て
い
る
と

伺
っ
て
い
ま
す
。

問　

指
名
競
争
入
札
の
金
額
の

範
囲
を
拡
大
す
る
考
え
は
な
い

か
。

（
石
田
市
長
）
地
方
自
治
法
に

お
い
て
、
契
約
は
一
般
競
争
入

札
を
原
則
と
し
て
お
り
、
指
名

競
争
入
札
は
そ
の
例
外
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
他
の

自
治
体
に
お
い
て
も
指
名
競
争

入
札
は
縮
小
の
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
当
市
に
お
い
て
は
、
過
去

の
官
製
談
合
事
件
の
後
に
行
っ

た
、
不
正
行
為
防
止
対
策
検
討

委
員
会
か
ら
の
、
一
般
競
争
入

札
を
段
階
的
に
拡
大
す
べ
き
と

の
提
言
を
受
け
、
一
般
競
争
入

札
を
拡
大
、
指
名
競
争
入
札
の

範
囲
を
縮
小
し
た
経
緯
が
あ
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
指
名
競

争
入
札
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
学
識
経
験
者

等
の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問　

医
師
確
保
対
策
チ
ー
ム

の
設
置
な
ど
、
新
た
な
医
師
確

保
施
策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
筑
波
大
を
は
じ

め
と
し
て
千
葉
大
、
自
治
医
科

大
、
順
天
堂
大
、
東
京
医
科

大
、
帝
京
大
、
東
海
大
な
ど
の

医
科
大
学
に
強
力
に
働
き
か
け

を
し
て
い
き
ま
す
。
一
方
、
こ

れ
ま
で
行
っ
て
き
た
医
師
確
保

対
策
の
中
で
、
寄
附
講
座
な
ど

の
有
効
な
手
段
は
生
か
し
つ

つ
、
よ
り
医
師
が
確
保
で
き
る

有
効
な
手
法
や
制
度
を
ス
ピ
ー

ド
感
を
持
っ
て
検
討
、
実
施
し

て
い
き
ま
す
。
今
ま
で
の
制
度

は
全
て
見
直
し
ま
す
。
ま
た
、

来
て
い
た
だ
い
た
医
師
の
皆
さ

ん
に
定
着
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
も
大
切
で
す
の
で
、
医
師

の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
魅
力
あ
る

医
療
環
境
を
提
供
す
る
た
め
に

も
、
病
院
の
医
療
機
器
の
整
備

や
診
療
体
制
に
関
す
る
新
た
な

支
援
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

に
向
け
て
全
力
で
取
り
組
ん
で

い
く
所
存
で
す
。

問　

一
般
競
争
入
札
の
見
直
し

の
一
つ
と
し
て
、
手
持
ち
工
事

の
制
限
を
減
ら
せ
な
い
か
。

（
石
田
市
長
）
手
持
ち
工
事
の

制
限
は
、
適
切
な
工
事
の
履
行

と
受
注
機
会
の
確
保
を
目
的

に
、
当
市
が
平
成
十
九
年
度
に

一
般
競
争
入
札
を
本
格
導
入
し

た
時
点
か
ら
三
件
と
し
て
い
る

も
の
で
、
東
日
本
大
震
災
直
後

に
は
、
一
時
的
に
特
例
を
設
け

た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
受
注
バ

ラ
ン
ス
等
の
状
況
を
注
視
さ
せ

て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
検
討
し

て
い
く
課
題
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

入
札
・
契
約
制
度
改
革
に

つ
い
て

問　

鹿
島
労
災
病
院
の
建
物
を

利
活
用
し
地
域
の
医
療
福
祉
施

設
と
し
て
整
備
す
る
と
い
う
構

想
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
鹿
島
労
災
病
院

の
建
物
を
労
働
者
健
康
安
全
機

構
か
ら
譲
り
受
け
た
後
、
施
設

利
用
に
関
す
る
基
本
計
画
を
策

定
す
る
中
で
、
具
体
的
な
有
効

利
用
の
方
策
を
検
討
し
て
い
き

ま
す
。
将
来
的
に
は
、
子
育
て

支
援
の
施
設
や
老
健
な
ど
の
介

護
施
設
、
保
健
セ
ン
タ
ー
の
機

能
や
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施

設
な
ど
の
利
用
を
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

問　

二
病
院
の
統
合
が
万
が
一

困
難
と
想
定
さ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
新
た
な
手
法
で
急

性
期
医
療
、
災
害
拠
点
病
院
の

機
能
を
も
っ
た
中
核
病
院
を
構

築
す
る
考
え
が
あ
る
か
。

（
石
田
市
長
）
二
病
院
の
再
編

統
合
が
か
な
わ
な
い
場
合
、
万

が
一
の
ケ
ー
ス
に
備
え
る
必
要

が
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す

が
、
ま
ず
は
再
編
統
合
の
実
現

地
域
医
療
と
福
祉
の
充

実
に
つ
い
て

石井　由春 議員
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問　

移
設
未
実
施
者
へ
の
対
策

を
伺
い
た
い
。

（
飯
田
環
境
課
長
）
平
成
二
十

七
年
度
よ
り
期
限
を
お
知
ら
せ

す
る
文
書
を
送
付
し
、
二
十
九

年
度
は
、
移
設
期
限
が
迫
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
九
月
中
旬
か
ら

約
一
カ
月
間
、
墓
石
を
設
置
し

て
い
る
七
十
七
区
画
の
使
用
者

の
う
ち
市
内
及
び
近
隣
に
住
ん

で
い
る
方
を
対
象
に
自
宅
へ
伺

い
、
状
況
の
確
認
と
期
限
ま
で

の
移
設
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
三
十
日
に
移

設
期
限
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、

引
き
続
き
交
渉
を
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　

地
域
医
療
の
問
題
と
防
災

ア
リ
ー
ナ
事
業
の
ほ
か
、
ど
の

よ
う
な
課
題
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
特
に
重
要
と
考

え
て
い
る
の
は
、
防
災
・
減
災

対
策
で
す
。
未
曾
有
の
被
害
が

発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら

六
年
半
余
り
が
経
過
す
る
中
、

海
岸
部
分
に
お
い
て
十
分
な
津

波
対
策
が
施
さ
れ
て
い
な
い
箇

所
が
残
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
土

砂
崩
れ
や
洪
水
被
害
な
ど
に
も

対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

命
を
守
る
上
で
重
要
な
避
難
所

の
配
置
や
、
そ
こ
に
至
る
避
難

経
路
が
適
切
で
あ
る
か
な
ど
に

つ
い
て
も
検
証
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
庁

内
に
防
災
減
災
対
策
チ
ー
ム
を

立
ち
上
げ
、
市
内
危
険
箇
所

や
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
再
点

検
を
実
施
し
、
避
難
体
制
の
強

化
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

問　

居
切
墓
地
の
移
設
状
況
を

伺
い
た
い
。

（
飯
田
環
境
課
長
）
平
成
二
十

九
年
十
二
月
一
日
現
在
、
総
区

画
数
三
百
五
十
七
区
画
の
う
ち

移
設
済
区
画
数
は
二
百
十
七
区

画
、
移
設
未
実
施
区
画
数
は
百

十
八
区
画
、
返
還
区
画
数
は
二

十
二
区
画
で
あ
り
、
未
実
施
区

画
の
う
ち
七
十
七
区
画
に
墓
石

が
設
置
し
て
あ
り
ま
す
。

問　

入
札
制
度
の
見
直
し
や

執
行
状
況
の
監
視
を
す
る
第
三

者
機
関
の
設
置
の
考
え
は
あ
る

か
。

（
石
田
市
長
）
現
在
、
第
三
者

機
関
の
機
能
と
し
て
、
当
市
の

監
査
委
員
に
公
共
工
事
の
入
札

及
び
契
約
事
務
審
査
を
行
っ
て

い
た
だ
い
て
い
る
状
況
で
す
。

第
三
者
機
関
を
設
置
し
て
学
識

経
験
者
等
の
意
見
を
取
り
入
れ

る
こ
と
は
、
他
の
自
治
体
で
も

採
用
し
て
い
る
制
度
で
す
の

で
、
今
後
は
設
置
に
向
け
調
査

を
し
て
い
き
ま
す
。
な
お
、
全

国
的
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
、

ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
や
過
度
な
価

格
競
争
に
よ
る
、
品
質
の
低
下

や
労
働
環
境
の
悪
化
等
の
対
策

と
し
て
、
現
在
当
市
で
は
、
低

入
札
価
格
調
査
制
度
の
見
直
し

や
、
建
設
工
事
に
お
け
る
最
低

制
限
価
格
制
度
の
導
入
な
ど
を

検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問　

要
望
へ
の
対
応
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

（
島
田
教
育
部
長
）
数
年
前
よ

り
館
内
ト
イ
レ
に
関
す
る
要
望

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
平
成
二
十
七
年
度
に
館

内
ト
イ
レ
の
改
修
と
し
て
、
一

階
女
性
用
ト
イ
レ
を
和
式
四
基

か
ら
洋
式
十
基
に
増
設
す
る
な

ど
、
指
定
管
理
者
で
あ
る
神
栖

市
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社

と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
多
様

な
要
望
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲

で
対
応
す
る
な
ど
し
、
利
用
者

の
利
便
性
の
向
上
に
努
め
て
い

ま
す
。

墓
地
の
現
状
に
つ
い
て

文
化
セ
ン
タ
ー
の
運
用

に
つ
い
て

西山　正司 議員

市
長
就
任
に
つ
い
て
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問　

住
民
健
診
や
市
の
特
定
健

診
な
ど
に
ピ
ロ
リ
菌
リ
ス
ク
検

査
を
取
り
入
れ
て
は
ど
う
か
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
当
市

で
は
現
在
、
が
ん
検
診
の
検
査

方
法
や
対
象
者
、
結
果
の
管
理

等
に
つ
い
て
は
、
が
ん
検
診
に

関
す
る
国
や
県
の
指
針
に
基
づ

き
実
施
し
て
い
ま
す
。
県
の
が

ん
検
診
実
施
指
針
に
は
、
バ
リ

ウ
ム
検
査
と
内
視
鏡
検
査
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ピ
ロ
リ

菌
リ
ス
ク
検
査
は
定
め
ら
れ
て

い
な
い
た
め
、
導
入
に
つ
い
て

は
国
や
県
の
動
向
を
見
な
が

ら
、
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

問　

ピ
ロ
リ
菌
除
菌
治
療
の

費
用
助
成
が
で
き
な
い
か
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
治
療

費
に
つ
い
て
は
、
以
前
は
一
万

円
か
ら
一
万
三
千
円
程
度
で
し

た
が
、
平
成
二
十
五
年
二
月
か

ら
は
医
療
保
険
の
適
用
範
囲
が

拡
大
さ
れ
、
三
千
円
か
ら
四
千

円
程
度
と
な
っ
た
こ
と
、
ま

た
、
住
民
健
診
や
が
ん
検
診
の

要
精
密
者
の
検
査
や
治
療
に
対

し
て
も
助
成
を
行
っ
て
い
な
い

た
め
、
助
成
は
難
し
い
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。

問　

神
栖
市
学
力
向
上
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
伺
い
た

い
。

（
須
田
教
育
長
）
児
童
生
徒
の

視
点
で
は
、
全
国
学
力
・
学
習

状
況
調
査
の
結
果
の
向
上
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
思
考

力
、
判
断
力
、
表
現
力
の
向
上

な
ど
が
見
ら
れ
、
教
育
活
動
全

体
で
主
体
性
や
協
働
性
を
発
揮

す
る
な
ど
の
成
果
が
見
ら
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
自
己
肯

定
感
や
教
員
と
の
人
間
関
係
、

信
頼
関
係
の
調
査
に
つ
い
て

も
、
肯
定
的
に
回
答
す
る
児
童

生
徒
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。
教
職
員
の
視
点
で
は
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の

必
要
性
と
有
用
性
を
明
確
に
意

識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
研
修
意
欲
が
旺
盛
に
な

り
、
授
業
改
善
が
進
ん
で
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
管
理
職
は
教
職

員
一
人
ひ
と
り
の
能
力
を
見
据

え
て
指
導
・
助
言
す
る
な
ど
人

材
育
成
を
図
ろ
う
と
す
る
意
識

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

問　

保
育
園
や
幼
稚
園
の
受
け

入
れ
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
畠
山
福
祉
事
務
所
長
）
公
立

保
育
所
で
は
、
障
が
い
の
程

度
、
人
数
に
応
じ
た
保
育
士
を

増
員
し
て
対
応
し
て
い
ま
す
。

私
立
保
育
園
等
で
は
、
受
け
入

れ
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
一
人

当
た
り
、
軽
度
の
場
合
は
月
額

三
万
二
千
円
、
重
度
の
場
合
は

月
額
七
万
円
の
助
成
を
行
い
、

保
育
体
制
の
強
化
を
図
っ
て
い

ま
す
。

（
島
田
教
育
部
長
）
幼
稚
園
の

入
園
希
望
者
で
障
が
い
が
あ
る

と
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
入
園

申
込
時
の
面
接
で
、
園
長
等
が

丁
寧
に
保
護
者
か
ら
児
童
の
状

況
や
症
状
の
聞
き
取
り
を
行

い
、
障
が
い
の
状
況
に
よ
り
、

児
童
発
達
支
援
事
業
所
な
ど
と

連
携
し
な
が
ら
児
童
の
受
け
入

れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問　

胃
が
ん
検
診
の
内
容
と

受
診
状
況
を
伺
い
た
い
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
三
十

歳
以
上
の
希
望
者
に
対
し
バ
リ

ウ
ム
検
査
を
実
施
し
、
平
成
二

十
七
年
度
の
受
診
者
数
は
二
千

十
九
人
、
受
診
率
は
七
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
で
、
県
平
均
の

七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
国
平
均

の
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
若

干
高
い
状
況
で
す
。

障
が
い
児（
者
）支
援
に

つ
い
て

今
後
の
学
習
行
政
に
つ

い
て

ピ
ロ
リ
菌
リ
ス
ク
検
査

に
よ
る
胃
が
ん
対
策
に

つ
い
て

小野田トシ子 議員
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問　

産
後
ケ
ア
事
業
の
利
用

条
件
を
緩
和
で
き
な
い
か
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
現

在
、
当
該
制
度
以
外
で
産
後
に

利
用
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、

月
一
回
実
施
し
て
い
る
育
児
栄

養
相
談
や
母
乳
相
談
、
随
時
実

施
し
て
い
る
子
育
て
相
談
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
加

え
、
平
成
三
十
年
度
に
は
、
産

後
う
つ
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に

有
用
と
い
わ
れ
て
い
る
産
婦
検

診
に
対
し
て
補
助
支
援
の
検
討

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま

た
、
現
在
検
討
し
て
い
る
子
育

て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
事

業
の
中
で
、
産
後
ケ
ア
の
あ
り

方
を
再
調
整
す
る
考
え
で
す
。

問　

冠
水
被
害
が
起
こ
る
原
因

と
今
後
の
排
水
整
備
の
計
画
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
古
徳
都
市
整
備
部
長
）
神
栖

市
は
地
形
的
に
平
坦
地
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
り
、
原
因
の
一
つ
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
今
回

の
台
風
二
十
一
号
で
は
、
利
根

川
沿
い
の
低
地
部
に
お
い
て
、

河
川
が
増
水
し
樋
門
・
樋
管
を

閉
門
し
た
こ
と
に
よ
り
雨
水
の

排
水
が
で
き
な
く
な
り
、
内
水

被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
市

で
は
、
利
根
川
本
流
と
常
陸
利

根
川
沿
い
に
緊
急
的
に
排
水
ポ

ン
プ
を
設
置
す
る
な
ど
対
応
し

ま
し
た
が
、
今
後
の
冠
水
対
策

と
し
て
、
河
川
を
管
理
す
る
国

と
の
協
議
を
進
め
、
築
堤
の
整

備
状
況
に
合
わ
せ
て
計
画
的
な

常
設
の
雨
水
排
水
ポ
ン
プ
の
設

置
等
を
行
う
と
と
も
に
、
将
来

を
見
据
え
た
事
業
計
画
の
も

と
、
雨
水
排
水
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

問　

産
後
ケ
ア
事
業
を
利
用
で

き
る
条
件
を
伺
い
た
い
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
市
内

に
住
所
を
有
す
る
生
後
四
カ
月

未
満
の
乳
児
を
持
つ
母
親
の
う

ち
、
親
族
等
か
ら
十
分
な
家
事

や
育
児
等
の
援
助
が
受
け
ら
れ

な
い
方
で
、
次
の
三
つ
の
条
件

の
う
ち
、
い
ず
れ
か
が
該
当
す

る
方
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、
産
後
に
お
い
て
情

緒
不
安
定
で
あ
る
又
は
産
後
の

体
調
不
良
等
に
よ
り
保
健
指
導

を
必
要
と
す
る
方
、
二
つ
目

は
、
母
親
の
養
育
能
力
が
低
い

又
は
乳
児
が
養
育
困
難
な
状
態

等
に
あ
る
た
め
、
保
健
指
導
を

必
要
と
す
る
方
、
三
つ
目
は
、

産
後
の
経
過
に
応
じ
た
休
養
、

栄
養
管
理
等
の
日
常
の
生
活
面

に
つ
い
て
保
健
指
導
を
必
要
と

す
る
方
と
し
て
い
ま
す
。

問　

県
内
ま
た
は
全
国
に
お
い

て
の
順
位
を
伺
い
た
い
。

（
伊
藤
選
挙
管
理
委
員
会
書
記

長
）
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十

二
日
に
執
行
さ
れ
た
衆
議
院
議

員
選
挙
の
投
票
率
の
県
内
及
び

全
国
の
順
位
に
つ
い
て
は
、
県

内
四
十
四
市
町
村
中
四
十
四
番

目
で
し
た
。
ま
た
、
全
国
の
順

位
に
つ
い
て
は
、
投
票
区
ご
と

の
順
番
で
低
い
ほ
う
か
ら
七
番

目
で
し
た
。
茨
城
県
知
事
選
挙

の
県
内
投
票
率
の
順
位
は
、
四

十
四
市
町
村
中
四
十
三
番
目
で

し
た
。

国
政
選
挙
等
に
お
け
る

投
票
率
向
上
に
向
け
て

の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問　

投
票
率
の
低
さ
の
要
因
は

何
か
。

（
伊
藤
選
挙
管
理
委
員
会
書
記

長
）
平
成
二
十
八
年
十
月
に
市

内
有
権
者
を
対
象
と
し
た
選
挙

に
係
る
市
民
意
識
調
査
に
お
い

て
、
低
下
傾
向
に
あ
る
投
票
率

に
つ
い
て
要
因
の
分
析
を
し
ま

し
た
が
、
そ
の
中
で
投
票
に
行

か
な
か
っ
た
と
回
答
し
た
方

に
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

政
党
の
政
策
、
候
補
者
の
人
物

像
な
ど
、
違
い
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
、
選
挙
に
余
り
関
心
が

な
か
っ
た
、
仕
事
が
あ
っ
た
な

ど
の
ご
意
見
が
多
い
こ
と
か
ら

も
、
政
治
へ
の
関
心
の
度
合
い

の
低
さ
や
政
治
不
信
等
が
要
因

で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
よ
る
冠

水
地
域
の
解
消
に
向
け

て
の
対
策
に
つ
い
て

産
後
ケ
ア
事
業
に
つ
い
て

佐藤　節子 議員
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問　

ヒ
バ
ク
シ
ャ
国
際
署
名
の

推
進
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
世
界
で
た
だ
一

つ
の
被
爆
体
験
国
と
し
て
、
全

世
界
に
核
兵
器
の
廃
絶
と
恒
久

平
和
を
訴
え
る
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
ヒ
バ
ク
シ
ャ
国
際
署
名

に
つ
い
て
は
、
賛
同
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

問　

東
海
原
発
再
稼
働
反
対
に

つ
い
て
の
所
見
を
伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
国
・
県
等
の
動

向
を
し
っ
か
り
見
据
え
て
、
ま

た
社
会
状
況
等
を
十
分
注
視
し

な
が
ら
、
判
断
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

問　

農
業
振
興
地
域
と
は
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
。

（
大
柴
産
業
経
済
部
長
）
自
然

的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
を
考

慮
し
て
一
体
と
し
て
農
業
の
振

興
を
図
る
こ
と
が
相
当
な
区
域

で
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す

る
も
の
で
す
。

問　

農
業
振
興
地
域
除
外
は

ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

（
大
柴
産
業
経
済
部
長
）
そ
の

土
地
が
農
用
地
区
域
に
あ
り
、

農
業
以
外
の
用
途
に
使
用
す
る

場
合
に
、
土
地
改
良
区
等
の
関

係
機
関
か
ら
の
同
意
後
に
、
神

栖
市
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進

協
議
会
に
諮
り
ま
す
。
そ
の

後
、
県
と
変
更
協
議
を
行
う
こ

と
か
ら
、
申
請
か
ら
除
外
ま
で

は
六
カ
月
か
ら
八
カ
月
程
度
の

期
間
を
要
し
ま
す
。

問　

か
み
す
農
産
物
直
売
所
の

現
状
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
大
柴
産
業
経
済
部
長
）
市
内

の
生
産
者
で
構
成
し
て
い
る
か

み
す
農
産
物
直
売
所
運
営
組
合

が
管
理
・
運
営
し
、
毎
週
土
日

で
直
売
所
を
開
い
て
お
り
、
年

間
百
日
程
度
営
業
し
て
い
ま

す
。
会
員
数
は
平
成
二
十
六
年

度
が
三
十
九
人
、
二
十
七
年
度

が
三
十
八
人
、
二
十
八
年
度
が

三
十
五
人
と
減
少
傾
向
で
す
。

来
客
数
は
二
十
六
年
度
が
約
九

千
四
百
人
、
二
十
七
年
度
が
約

八
千
九
百
人
、
二
十
八
年
度
が

八
千
七
百
人
と
減
少
傾
向
で

す
。
売
り
上
げ
は
、
二
十
六
年

度
が
約
一
千
万
円
、
二
十
七
年

度
が
約
九
百
九
十
万
円
、
二
十

八
年
度
が
約
一
千
万
円
と
横
ば

い
傾
向
で
す
。

問　

今
後
投
票
率
を
上
げ
る

た
め
の
取
り
組
み
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

（
伊
藤
選
挙
管
理
委
員
会
書
記

長
）
若
年
層
対
策
と
し
て
、
市

内
に
あ
る
高
等
学
校
の
協
力
の

も
と
、
高
校
生
に
よ
る
選
挙
事

務
へ
の
協
力
の
拡
大
や
、
出
前

授
業
・
模
擬
投
票
の
推
進
を
図

る
と
と
も
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用

し
た
情
報
発
信
の
充
実
を
図
る

な
ど
、
主
権
者
意
識
の
向
上
に

取
り
組
み
た
い
と
考
え
ま
す
。

ま
た
、
常
時
啓
発
と
し
て
、
広

報
か
み
す
へ
の
定
期
的
な
選
挙

啓
発
記
事
の
掲
載
、
さ
ら
に
は

投
票
環
境
に
つ
い
て
も
期
日
前

投
票
に
お
け
る
煩
雑
な
手
続
の

工
夫
や
、
有
権
者
が
増
加
し
て

い
る
投
票
区
の
混
雑
緩
和
に
向

け
た
検
討
を
行
い
た
い
と
考
え

ま
す
。

問　

道
の
駅
を
作
る
こ
と
は

可
能
か
、
ま
た
、
地
域
活
性
化

の
た
め
の
発
信
拠
点
施
設
が
必

要
か
と
思
う
が
市
と
し
て
の
考

え
を
伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
道
の
駅
の
運
営

に
あ
た
っ
て
は
、
地
元
の
生
産

者
等
が
一
致
協
力
し
て
商
品
を

安
定
的
に
出
荷
で
き
る
供
給
体

制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
直
ち

に
整
備
計
画
を
立
て
る
予
定
は

現
段
階
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

生
産
量
日
本
一
の
ピ
ー
マ
ン

や
、
日
本
一
の
漁
獲
量
を
誇
る

イ
ワ
シ
、
サ
バ
に
加
え
、
鹿
島

灘
の
ハ
マ
グ
リ
な
ど
の
Ｐ
Ｒ
を

は
じ
め
、
対
外
的
な
情
報
の
発

信
拠
点
と
し
て
の
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

生
産
者
の
皆
様
な
ど
で
整
備
に

対
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
き
た

際
は
、
設
置
場
所
や
機
能
等
を

含
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
ま

す
。

道
の
駅
あ
る
い
は
農
産

物
直
売
所
の
今
後
の
あ

り
方
に
つ
い
て

農
業
振
興
地
域
の
役
割

と
今
後
の
神
栖
市
に
お

け
る
農
業
振
興
地
域
の

あ
り
方
と
方
向
性
に
つ

い
て

平
和
憲
法
厳
守
を

関口　正司 議員
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問　

地
球
温
暖
化
防
止
対
策
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

（
飯
田
環
境
課
長
）
Ｃ
Ｏ
２
の

削
減
対
策
に
つ
い
て
は
、
市
で

は
住
宅
用
の
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
、
高
効
率
給
湯
器
、
定
置

用
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
、

事
業
用
を
含
む
電
気
自
動
車
の

導
入
費
補
助
、
広
報
紙
・
イ
ベ

ン
ト
等
で
の
啓
発
、
市
民
や
事

業
者
へ
の
啓
発
チ
ラ
シ
の
配

布
、
市
の
公
共
施
設
に
お
け
る

ク
ー
ル
ビ
ズ
・
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ

の
実
施
、
市
の
公
共
施
設
へ
の

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
導
入

な
ど
、
様
々
な
支
援
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

問　

漁
業
従
事
者
の
推
移
を

伺
い
た
い
。

（
篠
塚
波
崎
総
合
支
所
長
）
は

さ
き
漁
協
の
組
合
員
数
は
、
平

成
二
十
六
年
度
が
百
二
人
、
二

十
七
年
度
が
百
三
人
、
二
十
八

年
度
が
百
三
人
で
、
増
減
数
は

横
ば
い
傾
向
で
す
。
常
陸
川
漁

協
の
組
合
員
数
は
、
二
十
六
年

度
が
百
十
人
、
二
十
七
年
度
が

百
十
人
、
二
十
八
年
度
が
百
人

で
、
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
ま

す
。

問　

水
産
施
設
の
固
定
資
産
税

の
減
免
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
篠
塚
波
崎
総
合
支
所
長
）
減

免
の
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

地
方
税
法
等
に
よ
り
、
水
産
業

協
同
組
合
法
に
よ
り
認
め
ら
れ

た
漁
協
が
所
有
し
、
か
つ
使
用

す
る
施
設
の
一
部
は
非
課
税
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
漁
船
に

つ
い
て
も
漁
船
価
格
の
課
税
標

準
額
を
減
額
す
る
特
例
措
置
が

あ
り
ま
す
。

問　

農
業
の
現
状
と
見
通
し
を

伺
い
た
い
。

（
秋
永
産
業
経
済
部
次
長
）
農

林
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
平

成
十
七
年
度
が
千
五
百
八
十
一

件
、
二
十
七
年
度
が
千
百
四
十

二
件
で
四
百
三
十
九
件
の
減
少

と
な
っ
て
い
ま
す
。
全
国
的
に

農
家
数
や
農
業
従
事
者
数
が
減

少
し
、
農
業
者
の
高
齢
化
も
進

ん
で
お
り
、
当
市
も
同
様
の
課

題
を
抱
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
市
の

農
業
の
全
体
の
生
産
額
は
減
少

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
経
営

規
模
の
拡
大
等
を
行
っ
て
い
る

農
家
が
増
え
て
お
り
、
今
後
も

大
い
に
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

問　

農
地
の
固
定
資
産
税
の

減
免
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
秋
永
産
業
経
済
部
次
長
）
現

在
、
農
地
の
減
免
制
度
は
あ
り

ま
せ
ん
。

農
漁
業
政
策

環
境
対
策
に
つ
い
て

問　

国
民
健
康
保
険
の
新
制
度

の
狙
い
と
位
置
付
け
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
財
政

支
援
の
拡
充
に
よ
る
国
保
の
抜

本
的
な
財
政
基
盤
の
強
化
や
、

県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と

な
り
、
安
定
的
な
財
政
運
営
や

効
率
的
な
事
業
の
確
保
等
の
国

保
運
営
に
中
心
的
な
役
割
を
担

う
こ
と
で
、
制
度
の
安
定
化
を

図
る
と
と
も
に
、
県
内
の
統
一

的
な
運
営
方
針
と
し
て
の
茨
城

県
国
保
運
営
方
針
を
定
め
、
市

町
村
が
担
う
事
務
の
効
率
化
、

標
準
化
、
広
域
化
を
推
進
す
る

も
の
と
な
り
ま
す
。

国
保
に
つ
い
て

問　

国
民
健
康
保
険
税
の
試
算

を
伺
い
た
い
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
茨
城

県
か
ら
示
さ
れ
た
仮
算
定
に
よ

る
標
準
保
険
料
で
は
、
所
得
二

百
五
十
万
円
で
四
人
家
族
の
一

般
的
な
世
帯
で
、
現
在
の
三
十

九
万
八
千
九
百
円
か
ら
示
さ
れ

た
保
険
料
率
で
四
十
四
万
四
千

九
百
六
十
円
と
な
り
、
市
町
村

の
急
激
な
負
担
増
を
緩
和
す
る

た
め
の
横
断
調
整
を
行
う
激
変

緩
和
後
の
率
で
は
四
十
六
万
千

五
百
十
四
円
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が

四
万
六
千
六
十
円
と
六
万
二
千

六
百
十
四
円
の
増
額
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
所
得
ゼ
ロ
円
の
一

人
世
帯
で
は
、
現
在
の
二
万
千

八
百
円
か
ら
示
さ
れ
た
保
険
料

率
で
二
万
三
千
四
百
円
と
な

り
、
激
変
緩
和
後
の
率
で
は
二

万
四
千
三
百
円
と
、
そ
れ
ぞ
れ

が
千
六
百
円
と
二
千
五
百
円
の

増
額
と
な
り
ま
す
。
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問　

ア
リ
ー
ナ
の
見
直
し
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
具
体
的
な
見
直

し
の
内
容
や
事
業
費
等
に
つ
い

て
は
、
事
業
者
と
協
議
を
進
め

る
中
で
具
体
化
し
、
答
え
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

住
民
請
求
に
つ
い
て

安
全
安
心
の
ま
ち
づ
く

り
に
つ
い
て

須田　光一 議員

問　

第
ニ
次
神
栖
市
総
合
計
画

の
目
的
と
役
割
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

（
栗
林
企
画
部
長
）
本
計
画

は
、
自
治
体
に
と
っ
て
連
続
す

る
長
期
的
な
計
画
で
あ
り
、
地

域
の
将
来
像
を
描
く
も
の
で
あ

る
ほ
か
、
職
員
に
と
っ
て
は
職

務
を
遂
行
す
る
上
で
の
目
標
で

あ
る
と
と
も
に
、
市
民
に
と
っ

て
は
将
来
的
に
ど
の
よ
う
な
ま

ち
づ
く
り
を
し
て
い
く
の
か
、

将
来
像
を
示
す
役
割
を
持
っ
て

い
ま
す
。

問　

総
合
計
画
の
重
点
事
業
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
栗
林
企
画
部
長
）
現
行
の
計

画
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
市
長

の
公
約
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
策

定
作
業
を
進
め
ま
す
。

問　

防
災
ア
リ
ー
ナ
整
備
事
業

に
お
け
る
事
業
費
等
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

（
古
徳
都
市
整
備
部
長
）
施
設

整
備
費
が
約
百
二
十
一
億
円
、

運
営
・
維
持
管
理
費
が
約
五
十

億
円
で
あ
り
、
総
事
業
費
は
約

百
七
十
一
億
円
と
な
り
ま
す
。

問　

防
災
ア
リ
ー
ナ
整
備
事
業

を
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
し
た
理
由
と

市
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

（
古
徳
都
市
整
備
部
長
）
Ｐ
Ｆ

Ｉ
導
入
可
能
性
調
査
を
実
施

し
、
従
来
手
法
よ
り
も
有
利
で

あ
る
と
の
調
査
結
果
が
得
ら

れ
、
神
栖
市
Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
基
本

方
針
に
基
づ
き
、
神
栖
市
Ｐ
Ｆ

Ｉ
導
入
検
討
委
員
会
に
諮
っ
て

庁
議
決
定
し
、
本
事
業
へ
の
導

入
が
決
定
し
ま
し
た
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ

手
法
を
導
入
す
る
こ
と
の
メ

リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
民
間
事

業
者
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
や
技
術

力
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
事
業

コ
ス
ト
の
削
減
や
創
意
工
夫
に

よ
る
事
業
の
提
案
な
ど
、
よ
り

質
の
高
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
が
期
待
で
き
、
資
金
面
に
お

い
て
も
、
設
計
、
建
設
に
必
要

な
資
金
の
一
部
を
事
業
者
が
金

融
機
関
等
か
ら
調
達
す
る
た

め
、
行
政
は
建
設
時
に
一
度
に

資
金
を
支
出
す
る
必
要
が
な
く

な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
提

供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と

し
て
、
運
営
・
維
持
管
理
期
間

中
に
、
毎
年
の
運
営
・
維
持
管

理
に
か
か
る
費
用
と
設
計
、
建

設
の
一
部
を
合
わ
せ
て
支
払
う

た
め
、
財
政
支
出
の
平
準
化
が

図
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。

問　

現
段
階
で
契
約
解
除
し
た

場
合
の
違
約
金
の
額
と
補
助
金

の
返
還
方
法
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

（
古
徳
都
市
整
備
部
長
）
住
民

投
票
時
の
選
挙
広
報
等
で
、
九

月
末
時
点
で
契
約
を
解
除
し
、

工
事
を
行
っ
た
部
分
を
取
り
壊

し
た
場
合
、
約
三
十
八
億
円
の

損
失
と
い
う
試
算
で
し
た
が
、

現
段
階
で
の
違
約
金
等
に
つ
い

て
は
、
費
用
を
積
み
上
げ
な
け

れ
ば
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

補
助
金
の
返
還
方
法
に
つ
い
て

は
、
国
と
の
協
議
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
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〔
議
案
第
三
号
〕

問　

ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
対
策
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

答　

工
事
個
所
の
囲
い
込
み
に

よ
る
空
気
の
遮
断
を
行
う
と
と

も
に
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
浮
遊
状

況
を
把
握
す
る
た
め
に
、
施
工

前
、
施
工
中
、
施
工
後
の
空
気

環
境
測
定
を
行
う
計
画
と
な
っ

て
い
ま
す
。

問　

庁
舎
の
長
寿
命
化
対
策
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

答　

冷
暖
房
設
備
の
ボ
イ
ラ
ー

等
の
老
朽
化
に
伴
い
、
集
中
方

式
か
ら
エ
ア
コ
ン
方
式
に
切
り

替
え
ま
す
。
ま
た
、
配
管
に
つ

い
て
は
、
補
強
工
事
を
実
施
し

ま
す
。
今
後
は
適
切
な
修
繕
と

維
持
管
理
を
実
施
し
長
寿
命
化

を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

♦
総
務
産
業
委
員
会

（
五
十
嵐
清
美 

委
員
長
）

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

　

本
会
議
に
お
い
て
四
件
の
議
案
が
所
管
の
常
任

委
員
会
に
審
査
付
託
と
な
り
ま
し
た
。
慎
重
審
査
の

結
果
、
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
四
件
の
議
案

は
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

問　

都
市
計
画
道
路
三
・
四
・

二
十
二
深
芝
鰐
川
線
の
用
地
取

得
状
況
と
今
後
の
見
通
し
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

（
古
徳
都
市
整
備
部
長
）
平
成

二
十
九
年
四
月
か
ら
現
在
ま
で

の
実
績
で
、
十
四
筆
千
百
十

二
・
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル
の
用

地
を
取
得
し
、
取
得
率
は
八
十

八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て

お
り
、
引
き
続
き
地
権
者
に
理

解
と
協
力
を
い
た
だ
き
、
早
期

の
用
地
取
得
に
努
め
ま
す
。

問　

他
の
都
市
計
画
道
路
の

整
備
状
況
と
整
備
方
針
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
未
整
備
、
一
部

未
整
備
の
都
市
計
画
道
路
は
八

路
線
で
す
。
こ
の
う
ち
、
三
・

四
・
十
八
号
線
、
三
・
四
・
二

十
二
号
線
の
二
路
線
に
つ
い
て

は
、
市
の
重
点
整
備
路
線
と
位

置
づ
け
、
用
地
交
渉
等
を
含
め

整
備
促
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
他
の
路
線
に
つ
い

て
は
、
こ
の
重
点
二
路
線
が
完

成
し
た
後
に
、
沿
線
の
土
地
利

用
状
況
や
周
辺
の
交
通
状
況
等

を
注
視
し
た
上
、
優
先
順
位
を

定
め
、
段
階
的
に
整
備
等
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
と
考
え
ま

す
。

問　

人
口
十
万
都
市
で
三
次

救
急
病
院
の
な
い
都
市
は
、
県

内
に
幾
つ
あ
る
の
か
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
県
内

で
人
口
十
万
人
を
超
え
る
市
は

八
市
あ
り
、
古
河
市
、
取
手

市
、
ひ
た
ち
な
か
市
、
筑
西
市

の
四
市
が
三
次
救
急
病
院
が
な

い
状
況
で
す
。

問　

市
内
の
病
院
を
三
次
救
急

病
院
に
格
上
げ
を
す
る
場
合
、

も
し
く
は
三
次
救
急
病
院
を
新

設
す
る
場
合
の
必
要
要
件
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

（
卯
月
健
康
福
祉
部
長
）
原
則

と
し
て
、
救
急
医
療
機
関
等
か

ら
救
急
患
者
を
二
十
四
時
間
体

制
で
必
ず
受
け
入
れ
る
体
制
を

と
る
こ
と
、
救
急
対
応
の
た
め

の
専
用
病
床
を
概
ね
二
十
床
以

上
有
し
、
二
十
四
時
間
体
制
で

重
症
及
び
複
数
の
診
療
科
領
域

に
わ
た
る
全
て
の
重
篤
な
救
急

患
者
に
対
す
る
高
度
な
診
療
機

能
を
有
す
る
こ
と
、
二
十
四
時

間
の
救
急
受
け
入
れ
体
制
確
保

の
た
め
に
必
要
な
人
員
を
確
保

す
る
こ
と
等
で
す
。
こ
の
条
件

を
満
た
す
た
め
に
は
、
百
人
程

度
の
医
師
を
確
保
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
市

と
し
て
は
、
市
内
の
二
次
救
急

病
院
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
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問　
「
い
こ
い
こ
か
み
す
」
と

「
こ
い
こ
い
は
さ
き
」
の
利
用

者
数
と
利
用
者
の
費
用
負
担
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

答　

平
成
二
十
八
年
度
の
延
べ

利
用
者
は
、「
い
こ
い
こ
か
み

す
」
が
三
千
四
百
三
十
六
人
、

「
こ
い
こ
い
は
さ
き
」
が
千
八

百
十
九
人
で
総
数
が
五
千
二
百

五
十
五
人
で
す
。
本
人
の
利
用

料
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
茶
菓
代

と
し
て
一
回
百
円
程
度
の
負
担

と
な
り
ま
す
。

問　

公
用
車
等
の
事
故
賠
償
額

の
決
定
は
、
金
額
の
多
寡
に
関

わ
ら
ず
全
部
議
決
案
件
と
し
た

ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
交
通
事
故
の
防
止
策
を

伺
い
た
い
。

答　

五
十
万
円
以
下
の
場
合
、

速
や
か
な
事
案
の
解
決
の
た
め

に
専
決
処
分
に
よ
り
相
手
方
へ

の
和
解
保
険
金
の
支
払
い
を

行
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
職
員

に
対
す
る
再
発
防
止
策
と
し

て
、
注
意
喚
起
の
た
め
の
通
知

や
安
全
運
転
研
修
セ
ン
タ
ー
に

派
遣
す
る
な
ど
、
運
転
教
育
を

行
っ
て
い
ま
す
。

問　

契
約
相
手
に
、
雇
用
や

技
術
の
向
上
等
を
考
慮
し
、
地

元
業
者
を
下
請
け
に
使
う
よ
う

要
請
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

地
元
業
者
が
当
該
工
事
に

参
入
で
き
る
よ
う
、
入
札
の
公

告
文
に
お
い
て
「
下
請
施
工
及

び
工
事
資
材
調
達
に
あ
た
り
、

可
能
な
限
り
地
元
業
者
に
発
注

す
る
よ
う
十
分
配
慮
し
て
く
だ

さ
い
」
と
協
力
要
請
し
て
い
ま

す
。

問　

こ
の
工
事
の
入
札
図
書
の

閲
覧
に
関
し
て
質
問
が
何
件

あ
っ
た
の
か
。

答　

質
問
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〔
議
案
第
七
号
〕

問　

公
用
車
の
整
備
の
発
注
は

ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の

か
。

答　

集
中
管
理
を
行
っ
て
い
る

車
両
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
商

工
会
を
通
し
て
地
元
業
者
に
発

注
し
て
い
ま
す
。

◆
総
務
産
業
分
科
会

〔
議
案
第
一
号
〕

問　
「
矢
田
部
小
」
と
「
土
合

小
」
の
統
合
で
校
歌
、
校
章
な

ど
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の

か
。

答　

新
た
に
「
や
た
べ
土
合

小
」
を
開
校
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
、「
矢
田
部
小
」
と
「
土

合
小
」
に
関
す
る
校
歌
、
校

章
等
は
無
く
な
り
、「
や
た
べ

土
合
小
」
と
し
て
の
新
し
い
校

歌
、
校
章
等
を
作
成
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

◆
予
算
決
算
常
任
委
員
会

（
髙
橋 

佑
至 

副
委
員
長
）

◆
教
育
福
祉
分
科
会

〔
議
案
第
二
号
〕

問　

介
護
保
険
の
居
宅
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
者
数
を
伺
い
た
い
。

答　

月
当
た
り
の
利
用
者
は
、

訪
問
介
護
が
要
支
援
者
約
百
六

十
人
、
要
介
護
者
約
五
百
人
、

通
所
介
護
が
要
支
援
者
約
二
百

人
、
要
介
護
者
約
五
百
五
十
人

で
す
。

問　

介
護
予
防
住
宅
改
修
の

限
度
額
は
二
十
万
円
だ
が
、
要

介
護
度
が
重
く
な
っ
た
場
合
再

度
利
用
で
き
る
の
か
。

答　

現
在
の
要
介
護
度
よ
り

三
段
階
重
く
な
っ
た
場
合
、
再

度
二
十
万
円
ま
で
利
用
で
き
ま

す
。
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委員会が行政視察を実施

　■教育行政について視察
　　＝ 教育福祉委員会
　10月30日から31日の日程で，長野県塩尻市の「図
書館の取り組み」について視察を行いました。
　塩尻市では，「塩尻市立図書館サービス計画」に
基づき，市民の自主的な「学び」を保障する機関
として，図書・記録及び郷土資料や行政資料，そ
の他必要な資料を収集，整理，保存し，市民の教養・
調査研究・レクリェーション等に資することを基
本方針として取り組んでいました。

「（仮称）神栖市立波崎こども園」について現地視察を実施
　教育福祉委員会（西山正司委員長）は，
12 月 22 日に委員会を開催し，2018 年
４月に開園する幼保連携型認定こども
園である「（仮称）神栖市立波崎こども
園」を視察し，施設の概要に関する説
明を受けました。

茨城県市議会議長会議員研修会
　11 月６日から７日にわたって，土浦市及びつくば市において茨城県市議会議長
会主催の議員研修会が開催されました。
　地方議会研究会代表　野村稔氏による「地
方議会改革」の講演の受講のほか，「つくば
エキスポセンター」の視察を行いました。
　神栖市議会からは，大槻邦夫議長，西山
正司議員，村田康成議員，小野田トシ子議
員が出席しました。
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　平成30年第１回臨時会を１月22日から１月29日までの会期８日間の日程で開き，条例に関するもの
３件，予算に関するもの５件，市道路線に関するもの１件の計９件の審議を行いました。

平成３０年神栖市議会・第１回臨時会

議案番号 件　　名 内　　容 議決結果

議案第１号

神栖市特別職の職員の給与
並びに旅費及び費用弁償に
関する条例の一部を改正す
る条例

平成29年人事院勧告等の趣旨に鑑み特別職
の給与等を改定するため，また，市納税組
合が平成29年度末に解散することに伴い，
納税組合長の職を廃止するため，所要の改
正を行うものです。

原案可決

議案第２号

神栖市職員の給与に関する
条例及び神栖市一般職の任
期付職員の採用及び給与の
特例に関する条例の一部を
改正する条例

平成29年人事院勧告等の趣旨に鑑み，市職
員の給与等を改定するため，所要の改正を
行うものです。

原案可決

議案第３号 神栖市認定こども園の設置
及び管理に関する条例

神栖市立波崎保育所及び神栖市立明神幼稚
園を廃止し，認定こども園として神栖市立
波崎こども園を設置するため，条例を制定
するものです。

原案可決

議案第４号 平成29年度神栖市一般会計
補正予算（第９号）

補正の主な内容は，自立支援費制度事業に
おいて，サービス利用者の増加により障害
福祉サービス費等が不足するため，また，
児童館管理事業において，うずも児童館移
設改修等工事を行うため，後期高齢者医療
管理事業において，後期高齢者医療給付費
市町村負担金の過年度分納付額確定による
精算をするため，補正するものです。

原案可決

議案第５号
平成29年度神栖市国民健康
保険特別会計（事業勘定）
補正予算（第３号）

補正の主な内容は，歳出では，平成29年度
後期高齢者支援金及び介護納付金の確定に
よる精算をするため，減額補正するもので
す。歳入では，国民健康保険被保険者の減
少に伴い，国民健康保険税及び国県支出金
が大幅減額となるため，繰越金等を補正す
るものです。

原案可決

議案第６号
平成29年度神栖市公共下水
道事業特別会計補正予算
（第２号）

補正の主な内容は，公共下水道整備事業
（雨水）において，北公共埠頭雨水幹線整
備に係る社会資本整備総合交付金の追加
交付に伴い，事業費を増額補正するもので
す。

原案可決

議案第７号
平成29年度神栖市介護保険
特別会計（事業勘定）補正
予算（第３号）

人事院勧告等に準じ，給与改正を実施する
にあたり職員の人件費について増額するた
め，補正するものです。

原案可決

議案第８号
平成29年度神栖市後期高齢
者医療特別会計補正予算
（第２号）

補正の主な内容は，茨城県後期高齢者医療
広域連合への保険料納付金について,被保
険者数の増加等により予算に不足を生ずる
ため，補正するものです。

原案可決

議案議決結果一覧
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議案番号 件　　名 内　　容 議決結果

議案第９号 神栖市道路線の認定について

開発行為に伴う寄附によるもの５路線につ
いて，市道として一般の用に供するため，
道路法第８条第２項の規定に基づき，議会
の議決を求めるものです。

原案可決

議案議決結果一覧

〈議員による賛否一覧〉

地方自治法第106条第１項の規定により，後藤 潤一郎 副議長が議長の職務を行いました。
　【○：賛成　×：反対　　欠：欠席　　退：退席　　－：議長】
※　 議長の表決権：過半数議決の場合，議長には表決権がありません。ただし，賛成反対が同数の場合，可決か否決か決定
することになります。

件　　　　　名

神
﨑　

誠
司

小
野
田　

ト
シ
子

田
谷　

正
夫

須
田　

光
一

石
井　

由
春

額
賀　

優

髙
橋　

佑
至

村
田　

康
成

西
山　

正
司

遠
藤　

貴
之

後
藤　

潤
一
郎

五
十
嵐　

清
美

佐
藤　

節
子

関
口　

正
司

飯
田　

耕
造

木
内　

敏
之

大
槻　

邦
夫

泉　

純
一
郎

宮
川　

一
郎

藤
田　

昭
泰

長
谷
川　

隆

議案第１号

神栖市特別職の職員の給与
並びに旅費及び費用弁償に
関する条例の一部を改正す
る条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○

議案第２号

神栖市職員の給与に関する
条例及び神栖市一般職の任
期付職員の採用及び給与の
特例に関する条例の一部を
改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○

議案第３号
神栖市認定こども園の設置
及び管理に関する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ × ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○

議案第４号
平成29年度神栖市一般会計
補正予算（第９号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○

議案第５号
平成29年度神栖市国民健康
保険特別会計（事業勘定）
補正予算（第３号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○

議案第６号
平成29年度神栖市公共下水
道事業特別会計補正予算
（第２号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○

議案第７号
平成29年度神栖市介護保険
特別会計（事業勘定）補正
予算（第３号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○

議案第８号
平成29年度神栖市後期高齢
者医療特別会計補正予算
（第２号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○

議案第９号 神栖市道路線の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○
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〔
議
案
第
一
号
〕

問　

第
三
条
別
表
の
「
市
長

及
び
副
市
長
」
を
「
市
長
等
」

に
改
め
る
理
由
を
伺
い
た
い
。

答　

条
例
の
文
言
を
整
理
す
る

た
め
改
正
す
る
も
の
で
す
。

問　

今
後
、
副
市
長
が
選
任
さ

れ
た
場
合
に
影
響
は
な
い
か
。

答　

全
く
問
題
は
あ
り
ま
せ

ん
。

〔
議
案
第
二
号
〕

問　

今
回
の
改
定
で
、
全
体
の

レ
ベ
ル
は
ど
の
程
度
上
が
る
の

か
。

答　

給
料
表
の
平
均
改
定
率
の

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
分
が
引
き

上
げ
に
な
り
、
改
定
実
施
後

は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
の
民

間
の
給
料
、
ボ
ー
ナ
ス
の
支
給

水
準
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

♦
総
務
産
業
委
員
会

（
五
十
嵐
清
美 

委
員
長
）

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

　

本
会
議
に
お
い
て
九
件
の
議
案
が
所
管
の
常
任

委
員
会
に
審
査
付
託
と
な
り
ま
し
た
。
慎
重
審
査
の

結
果
、
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
九
件
の
議
案

は
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

問　

職
員
の
給
与
改
定
に
伴

い
、
非
正
規
職
員
に
与
え
る
影

響
を
伺
い
た
い
。

答　

当
市
で
任
用
し
て
い
る

臨
時
職
員
等
の
賃
金
は
、
人
事

院
勧
告
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

臨
時
職
員
等
の
時
間
給
を

伺
い
た
い
。

答　

概
ね
三
種
類
の
時
間
給

設
定
が
あ
り
、
一
般
の
事
務
補

助
に
従
事
す
る
臨
時
補
助
員
が

八
百
五
十
円
、
軽
作
業
等
に
当

た
る
臨
時
労
務
員
が
八
百
三
十

円
、
保
育
士
や
幼
稚
園
教
諭
で

あ
る
臨
時
技
術
補
助
員
が
九
百

四
十
円
で
す
。

〔
議
案
第
三
号
〕

問　

延
長
保
育
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

答　

通
常
午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

を
、
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時

ま
で
延
長
し
た
場
合
の
部
分
に

あ
た
り
ま
す
。

問　

利
用
者
負
担
額
を
伺
い
た

い
。

答　

幼
稚
園
の
一
号
認
定
で

は
、
ゼ
ロ
円
か
ら
一
万
二
千

円
、
保
育
所
の
三
歳
以
上
の
二

号
認
定
で
は
、
ゼ
ロ
円
か
ら
三

万
三
千
円
、
保
育
所
の
三
歳
未

満
の
三
号
認
定
で
は
、
ゼ
ロ
円

か
ら
五
万
二
千
円
で
す
。
な

お
、
二
人
目
の
児
童
は
半
額
、

三
人
目
の
児
童
は
無
料
と
な
っ

て
い
ま
す
。

問　

給
食
費
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

答　

保
育
所
の
二
号
・
三
号

認
定
は
保
育
料
の
中
に
含
ま
れ

ま
す
が
、
幼
稚
園
の
一
号
認
定

は
保
育
料
と
は
別
に
給
食
費
と

し
て
月
額
三
千
六
百
円
必
要
に

な
り
ま
す
。

問　

認
定
こ
ど
も
園
の
管
理

運
営
は
ど
こ
が
行
う
の
か
。

答　

こ
ど
も
課
で
す
。

問　

波
崎
こ
ど
も
園
は
避
難
所

と
な
る
の
か
。

答　

同
じ
敷
地
内
の
波
崎
小

学
校
が
避
難
所
と
な
っ
て
い
ま

す
。

問　

全
幼
稚
園
、
全
保
育
所
に

学
校
医
は
配
置
し
て
い
る
の

か
。

答　

配
置
し
て
い
ま
す
。

♦
教
育
福
祉
委
員
会

（
西
山 

正
司 

委
員
長
）
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問　

保
育
所
の
入
所
者
数
を

伺
い
た
い
。

答　

各
年
四
月
現
在
で
、
う
ず

も
保
育
所
は
定
員
百
八
十
人
に

対
し
、
平
成
二
十
七
年
度
百
六

十
六
人
、
二
十
八
年
度
百
六
十

二
人
、
二
十
九
年
度
百
五
十
三

人
、
大
野
原
保
育
所
は
定
員
百

四
十
人
に
対
し
、
二
十
七
年
度

百
三
十
四
人
、
二
十
八
年
度
百

三
十
七
人
、
二
十
九
年
度
百
四

十
一
人
、
海
浜
保
育
所
は
定
員

百
人
に
対
し
、
二
十
七
年
度
九

十
一
人
、
二
十
八
年
度
九
十
二

人
、
二
十
九
年
度
八
十
七
人
、

波
崎
保
育
所
は
定
員
百
十
人
に

対
し
、
二
十
七
年
度
三
十
九

人
、
二
十
八
年
度
三
十
六
人
、

二
十
九
年
度
三
十
八
人
で
す
。

問　

幼
稚
園
の
入
園
者
数
を

伺
い
た
い
。

答　

幼
稚
園
六
園
で
一
千
人
の

定
数
に
対
し
、
平
成
二
十
七
年

度
五
百
九
十
八
人
、
二
十
八
年

度
五
百
三
十
人
、
二
十
九
年
度

四
百
七
十
七
人
で
す
。

〔
議
案
第
九
号
〕

問　

今
後
、
市
道
路
線
の
認
定

は
寄
附
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

買
収
に
よ
る
も
の
は
な
い
の

か
。

答　

私
道
を
市
道
認
定
す
る
場

合
、
寄
附
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
基
本
で
す
が
、
重
要
路
線
で

幅
員
が
と
れ
な
い
場
合
な
ど
、

ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
買
収
等
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

問　

道
路
の
寄
附
、
買
収
の

基
準
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答　

寄
附
に
つ
い
て
は
、
私
道

の
寄
附
受
領
基
準
が
あ
り
、
都

市
計
画
道
路
な
ど
に
つ
い
て

は
、
買
収
を
基
準
と
し
て
交
渉

し
道
路
を
整
備
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

◆
総
務
産
業
分
科
会

〔
議
案
第
四
号
〕

問　

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
増
の
理
由
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
所
持
者
が
増
え
た
こ

と
が
原
因
な
の
か
、
制
度
の
周

知
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
な

の
か
。

答　

毎
年
四
月
一
日
現
在
で

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
数
は

平
成
二
十
八
年
二
千
三
百
七
十

一
人
、
二
十
九
年
二
千
三
百
七

十
五
人
で
二
十
八
年
と
の
比
較

で
は
、
四
人
の
増
で
す
。
同
様

の
比
較
で
、
療
育
手
帳
所
持
者

数
は
三
十
七
人
の
増
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者
数

は
四
十
九
人
の
増
で
す
。
手
帳

所
持
者
数
は
微
増
の
状
態
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
周
知
が
図
ら
れ

た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ま
す
。

問　

生
活
保
護
費
の
返
還
金

千
四
百
九
十
一
万
六
千
円
の
理

由
を
伺
い
た
い
。

答　

医
療
扶
助
等
千
三
百
七
十

六
万
四
千
円
、
介
護
扶
助
等
九

十
六
万
円
、
生
活
困
窮
自
立
支

援
事
業
国
庫
負
担
金
返
還
金
十

六
万
二
千
円
、
生
活
保
護
適
正

化
事
業
国
庫
補
助
金
返
還
金
三

万
円
で
大
半
が
医
療
費
で
す
。

外
来
が
減
っ
た
こ
と
が
主
な
理

由
で
す
。

◆
教
育
福
祉
分
科
会

〔
議
案
第
五
号
〕

問　

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
の
減
少
し
た
理
由
を
伺
い
た

い
。

答　

平
成
二
十
八
年
十
月
の
年

金
機
能
強
化
法
に
よ
り
、
短
時

間
労
働
者
の
社
会
保
険
の
適
用

が
週
三
十
時
間
か
ら
週
二
十
時

間
へ
緩
和
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

被
保
険
者
の
減
少
が
増
え
、
さ

ら
に
平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら

労
使
の
合
意
に
よ
る
社
会
保
険

の
適
用
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
社
会
保
険
へ
移
行
し
て

い
る
人
が
多
い
状
況
で
す
。

〔
議
案
第
八
号
〕

問　

予
算
不
足
の
理
由
を
伺
い

た
い
。

答　

予
算
編
成
時
に
現
年
度
の

被
保
険
者
数
に
例
年
の
推
移
を

掛
け
、
ま
た
予
算
年
度
に
七
十

五
歳
到
達
者
と
亡
く
な
る
方
の

推
移
を
あ
わ
せ
て
算
出
し
ま
す

が
、
現
状
と
し
て
、
亡
く
な
る

方
が
以
前
よ
り
も
減
少
し
た
た

め
で
す
。

♦
都
市
環
境
委
員
会

（
村
田 

康
成 

委
員
長
）

◆
予
算
決
算
常
任
委
員
会

（
髙
橋 

佑
至 

副
委
員
長
）



市 議 会 の う ご き

　

立
春
と
は
名
ば
か
り
の
寒
い
日
が
続

い
て
お
り
、
百
花
に
先
駆
け
の
梅
の
花

の
開
花
が
待
ち
遠
し
く
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
私
は
、
昨
年
末
、
防
災
士
の

講
習
を
受
け
無
事
合
格
致
し
ま
し
た
。

間
も
な
く
、
３
・
11
か
ら
７
年
が
経
と

う
と
し
て
お
り
ま
す
。
い
つ
起
こ
る
か

わ
か
ら
な
い
様
々
な
災
害
に
備
え
、
防

災
意
識
の
高
い
街
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
参
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

（
小
野
田
ト
シ
子
）

神
栖
市
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
　

委 

員 

長　

額
賀　
　
　

優

　
　

副
委
員
長　

小
野
田
ト
シ
子

　
　

委　
　

員　

後
藤　

潤
一
郎

　
　
　

 

〃 　
　

西
山　
　

正
司

　
　
　

 

〃 　
　

須
田　
　

光
一

　編集委員会では，議会や本紙に
対する皆さんのご意見・ご要望な
どをお待ちしています。

〒３１４－０１９２
神栖市溝口４９９１－５
神栖市議会事務局
電話 ０２９９－９０－１１７２（直通）
Eメール：
　gikai@city.kamisu.ibaraki.jp 

編
集
後
記

12日　議員協議会
　　　議会運営委員会
18日　第４回定例会開会
19日　一般質問
20日　一般質問
　　　議会運営委員会
21日　議案質疑
　　　予算決算常任委員会
　　　タブレット端末操作説明会
22日　各常任委員会
　　　予算決算常任委員会分科会
26日　予算決算常任委員会
　　　第４回定例会閉会

７日　成人式典
８日　消防出初式
15日　議会運営委員会
16日　新年賀詞交歓会
 宮城県塩竈市行政視察来市
16日　議会運営委員会行政視察
〜 （静岡県富士市）
17日　
18日　 茨城県市議会議長会正副会

長会・理事会・定例会（水戸市）

22日　第１回臨時会開会
23日　議案質疑
　　　予算決算常任委員会
24日　各常任委員会
　　　予算決算常任委員会分科会
29日　予算決算常任委員会
　　　第１回臨時会閉会

２日　 茨城県市議会議長会第２回
議員研修会（神栖市）

５日　鹿島地方事務組合議会定例会
６日　総務産業委員会行政視察
　　 （静岡県牧之原市）
　　  茨城県東市議会議長会視察研

修（神奈川県秦野市）
８日　市議会だより編集委員会
14日　議会運営委員会
19日　 鹿島臨海工業地帯開発協議

会意見交換会
　　 議員協議会
20日　都市計画審議会
26日　鹿行広域事務組合議会
　　 議員全員協議会・定例会

次回の３月議会予定
期　日 曜　日 日　　程（案）
５日 （月） 本会議（開会，提案理由説明）

６日～７日 （火）～（水） 本会議（一般質問）
８日～９日 （木）～（金） 本会議（議案質疑）
10日～ 11日 （土）～（日） 休会

12日 （月） 休会（予算決算常任委員会，予算決算常
任委員会分科会）

13日～ 14日 （火）～（水） 休会（各常任委員会，予算決算常任委員
会分科会）

15日～ 16日 （木）～（金） 休会（議事整理）
17日～ 18日 （土）～（日） 休会
19日 （月） 休会（予算決算常任委員会）
20日 （火） 休会（議事整理）
21日 （水） 休会
22日 （木） 本会議（委員長報告，討論，採決，閉会）

（平成29年12月～平成30年２月）

〜
19日

〜

７日

お知らせ
　左の予定表は平成30年第１回定例
会（３月）の議会予定です。
　変更になる場合がありますので議
会の傍聴を希望される方は事前に事
務局にご確認をお願いいたします。
　
※ スマートフォンでも議会中
継がご覧いただけます。
→こちらから
http://smart.discussvision.net/
smart/kamisu/

［パソコン・スマートフォン共通］

12月 １月 ２月 （予定）


